
平
成
四
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
六
号

経
済
産
業
省
企
業
活
動
基
本
調
査
規
則

統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
商
産
業
省
企
業
活
動
基
本
調

査
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
省
令
の
目
的
）

第
一
条
　
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基

幹
統
計
で
あ
る
経
済
産
業
省
企
業
活
動
基
本
統
計
を
作

成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
企
業
活
動
基
本
調
査
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
調
査
の
目
的
）

第
二
条
　
企
業
活
動
基
本
調
査
は
、
企
業
の
活
動
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
、
企
業
に
関
す
る
施
策
の
基
礎
資
料
を

得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
企
業
」
と
は
、
持
分
会

社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持

分
会
社
を
い
う
。
）
及
び
株
式
会
社
を
い
う
。

（
調
査
の
期
日
）

第
四
条
　
企
業
活
動
基
本
調
査
は
、
毎
年
六
月
一
日
（
以

下
「
調
査
日
」
と
い
う
。
）
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

（
調
査
の
範
囲
）

第
五
条
　
企
業
活
動
基
本
調
査
は
、
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲

げ
る
大
分
類
Ｃ―

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業
、
大

分
類
Ｅ―

製
造
業
、
大
分
類
Ｆ―

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供

給
・
水
道
業
（
中
分
類
三
五―

熱
供
給
業
及
び
中
分
類

三
六―

水
道
業
を
除
く
。
）
、
大
分
類
Ｇ―

情
報
通
信
業

の
う
ち
別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
種
、
大
分
類
Ｉ―

卸
売

業
、
小
売
業
、
大
分
類
Ｊ―

金
融
業
、
保
険
業
の
う
ち

小
分
類
六
四
三―

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
、
割
賦
金
融

業
、
大
分
類
Ｋ―

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
の
う
ち
中

分
類
七
〇―

物
品
賃
貸
業
（
小
分
類
七
〇
四―

自
動
車

賃
貸
業
、
細
分
類
七
〇
九
二―

音
楽
・
映
像
記
録
物
賃

貸
業
（
別
掲
を
除
く
）
及
び
細
分
類
七
〇
九
九―

他
に

分
類
さ
れ
な
い
物
品
賃
貸
業
は
レ
ン
タ
ル
を
除
く
。
）
、

大
分
類
Ｌ―

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
の

う
ち
別
表
第
二
に
掲
げ
る
業
種
、
大
分
類
Ｍ―

宿
泊

業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
の
う
ち
中
分
類
七
六―

飲
食
店

（
細
分
類
七
六
二
二―

料
亭
、
小
分
類
七
六
五―

酒
場
、

ビ
ヤ
ホ
ー
ル
及
び
小
分
類
七
六
六―

バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ

ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
を
除
く
。
）
及
び
中
分
類
七
七―

持
ち
帰
り
・
配
達
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
大
分
類
Ｎ―

生

活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲

げ
る
業
種
、
大
分
類
Ｏ―

教
育
、
学
習
支
援
業
の
う
ち

別
表
第
四
に
掲
げ
る
業
種
及
び
大
分
類
Ｒ―

サ
ー
ビ
ス

業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
の
う
ち
別
表
第
五
に

掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
所
を
有
す
る
企
業
の
う

ち
、
従
業
者
五
十
人
以
上
か
つ
資
本
金
額
又
は
出
資
金

額
三
千
万
円
以
上
の
も
の
（
以
下
「
調
査
企
業
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
行
う
。

（
調
査
事
項
）

第
六
条
　
企
業
活
動
基
本
調
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
企
業
の
名
称
、
所
在
地
及
び
法
人
番
号

二
　
資
本
金
額
又
は
出
資
金
額

三
　
企
業
の
設
立
形
態
及
び
設
立
時
期

四
　
直
近
一
年
間
の
組
織
再
編
行
為
の
状
況

五
　
企
業
の
決
算
月

六
　
事
業
組
織
及
び
従
業
者
数

七
　
親
会
社
、
子
会
社
・
関
連
会
社
の
状
況

八
　
資
産
・
負
債
及
び
純
資
産
並
び
に
投
資

九
　
事
業
内
容

十
　
取
引
状
況

十
一
　
事
業
の
外
部
委
託
の
状
況

十
二
　
研
究
開
発
及
び
人
材
の
能
力
開
発

十
三
　
技
術
の
所
有
及
び
取
引
状
況

十
四
　
企
業
経
営
の
方
向

（
調
査
票
の
様
式
）

第
七
条
　
企
業
活
動
基
本
調
査
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
企
業
活
動
基
本
調
査
票
（
以
下
「
調

査
票
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
行
う
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は

告
示
す
る
。

（
報
告
義
務
）

第
八
条
　
調
査
企
業
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
報
告
義
務

者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

第
九
条
　
企
業
活
動
基
本
調
査
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
調

査
票
を
そ
の
報
告
義
務
者
に
配
布
し
、
回
収
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
。

２
　
報
告
義
務
者
が
調
査
票
の
配
布
を
受
け
な
か
っ
た
と

き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
調
査

票
の
配
布
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
は
、
調
査
日
の
属
す
る

年
の
五
月
十
五
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
行
う
。

（
期
間
の
変
更
）

第
十
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
行
う

調
査
に
関
し
天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事

故
の
た
め
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
調
査
の
期
間
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
難

い
と
き
は
、
対
象
と
な
る
地
域
を
指
定
し
て
、
調
査
の

期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
の
期

間
を
変
更
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
対
象
と
な
る
地
域

及
び
変
更
後
の
調
査
の
期
間
を
告
示
す
る
も
の
と
す

る
。

（
調
査
票
の
提
出
）

第
十
一
条
　
報
告
義
務
者
は
、
調
査
票
に
所
定
の
事
項
を

記
入
し
、
記
名
し
た
上
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令

に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令

第
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
報
告
義
務
者
が
調
査
票
を
提
出
す
る
場
合

は
、
同
規
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
集
計
及
び
公
表
）

第
十
二
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
査
票
を
審
査
し
た

上
、
集
計
し
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
公
表
す
る
。

（
調
査
票
の
保
存
期
間
）

第
十
三
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
査
票
を
二
年
間
保
存

す
る
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
査
票
を
収
録
し
た
電
磁
的
記

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
永
年
保
存
す
る
。

附
　
則

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
　
調
査
企
業
の
う
ち
科
学
技
術
研
究
調
査
規
則

（
昭
和
五
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
三
号
）
第
四
条
に

規
定
す
る
調
査
組
織
体
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

資
本
金
十
億
円
以
上
の
も
の
に
係
る
企
業
活
動
基
本
調

査
は
、
第
六
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
調
査
事
項
に
あ
っ

て
は
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
が
、
科
学
技
術
研
究
調

査
規
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提

出
さ
れ
た
科
学
技
術
研
究
調
査
の
調
査
票
（
次
項
に
お

い
て
「
科
学
技
術
研
究
調
査
票
」
と
い
う
。
）
か
ら
科

学
技
術
研
究
調
査
規
則
第
六
条
第
一
項
第
四
号
イ
、
ロ

及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
内
容
を
電
磁
的
記
録
に

記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
調
査
企
業
を
代
表
す
る
者
が
、
科

学
技
術
研
究
調
査
規
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

科
学
技
術
研
究
調
査
票
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
者

に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
調
査
票
の
内
容
と
み
な

す
。

第
三
条
　
調
査
企
業
の
う
ち
法
人
企
業
統
計
調
査
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
八
号
）
第
五
条
に

規
定
す
る
調
査
対
象
法
人
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
資
本
金
五
億
円
以
上
の
も
の
に
係
る
企
業
活
動
基

本
調
査
は
、
第
六
条
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
調

査
事
項
に
あ
っ
て
は
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
が
、
法

人
企
業
統
計
調
査
規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

財
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
年
次
別
法
人
企
業
統
計
調
査

の
調
査
票
（
次
項
に
お
い
て
「
年
次
別
法
人
企
業
統
計

調
査
票
」
と
い
う
。
）
か
ら
法
人
企
業
統
計
調
査
規
則

第
六
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
内
容
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
調
査
企
業
を
代
表
す
る
者
が
、
法

人
企
業
統
計
調
査
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

年
次
別
法
人
企
業
統
計
調
査
票
を
提
出
し
た
と
き
は
、

当
該
者
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
八
号
及
び
第
九
号
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
第
八
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
調
査
票
の
内
容
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省

令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
七
日
通
商
産
業
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
二
八
日
通
商
産
業

省
令
第
五
一
号
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
　
調
査
企
業
の
う
ち
科
学
技
術
研
究
調
査
規
則

（
昭
和
五
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
三
号
）
第
四
条
に

規
定
す
る
調
査
組
織
体
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

資
本
金
十
億
円
以
上
の
も
の
に
係
る
平
成
十
年
の
企
業

活
動
基
本
調
査
は
、
改
正
後
の
通
商
産
業
省
企
業
活
動

基
本
調
査
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
六
号
に
掲
げ
る
調
査
事
項
に
あ
っ
て
は
、
新
規
則

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

1



ら
ず
、
通
商
産
業
大
臣
が
、
科
学
技
術
研
究
調
査
規
則

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
庁
長
官
に
提
出
さ

れ
た
平
成
十
年
の
科
学
技
術
研
究
調
査
票
か
ら
科
学
技

術
研
究
調
査
規
則
第
六
条
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る
内
容
を
磁
気
テ
ー
プ
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
企
業
を
代
表
す
る
者
が
、
科
学
技

術
研
究
調
査
規
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
科
学

技
術
研
究
調
査
票
を
提
出
し
た
と
き
は
、
新
規
則
第
六

条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
新
規
則
第
八
条
第
一

項
の
義
務
を
免
れ
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
磁
気
テ
ー
プ
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
新
規
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
通
商
産
業
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
調
査
票
の
内
容
と

み
な
し
て
新
規
則
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
第
二
項
の

規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業

省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産

業
省
令
第
二
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
一
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
二
五
日
経
済
産
業

省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
二
二
日
経
済
産
業

省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
八
日
経
済
産
業

省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
一
七
日
経
済
産
業

省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
五
日
経
済
産
業

省
令
第
五
六
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
経
済
産
業

省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十

八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
経
済
産
業

省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
九
日
経
済
産
業

省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
経
済
産
業

省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
統
計
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
工
業
統
計
調
査
規
則
第
八
条
、
ガ
ス
事
業
生

産
動
態
統
計
調
査
規
則
第
五
条
第
一
項
、
経
済
産
業
省

生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
第
八
条
第
一
項
、
商
業
動
態

統
計
調
査
規
則
第
七
条
、
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調

査
規
則
第
七
条
、
経
済
産
業
省
特
定
業
種
石
油
等
消
費

統
計
調
査
規
則
第
七
条
、
経
済
産
業
省
企
業
活
動
基
本

調
査
規
則
第
八
条
及
び
石
油
製
品
需
給
動
態
統
計
調
査

規
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
の
申
告
を
求

め
ら
れ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
り
調
査
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
者
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業

省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
四
月
一
二
日
経
済
産
業

省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
経
済
産
業

省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
七
日
経
済
産
業
省
令

第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省
令

第
三
八
号
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
　
調
査
企
業
の
う
ち
経
済
構
造
実
態
調
査
規
則

（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

第
六
条
に
規
定
す
る
調
査
の
対
象
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
企
業
活
動
基
本
調
査
は
、
第
六
条
第
二
号
の

う
ち
資
本
金
額
に
あ
っ
て
は
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第

九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣

が
、
経
済
構
造
実
態
調
査
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り

総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
経
済
構

造
実
態
調
査
の
調
査
票
（
次
項
に
お
い
て
「
経
済
構
造

実
態
調
査
票
」
と
い
う
。
）
か
ら
経
済
構
造
実
態
調
査

規
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
同
項
第
二
号
ハ
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
内
容
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
調
査
企
業
を
代
表
す
る
者
が
、
経

済
構
造
実
態
調
査
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
経
済
構

造
実
態
調
査
票
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
者
に
つ
い

て
は
、
第
六
条
第
二
号
の
う
ち
資
本
金
額
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
調
査
票
の
内
容
と
み
な

す
。

第
三
条
　
調
査
企
業
の
う
ち
科
学
技
術
研
究
調
査
規
則

（
昭
和
五
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
三
号
）
第
四
条
に

規
定
す
る
調
査
組
織
体
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

企
業
活
動
基
本
調
査
は
、
第
六
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る

調
査
事
項
に
あ
っ
て
は
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
が
、

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
総
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
科
学
技
術
研
究
調
査
の
調

査
票
（
次
項
に
お
い
て
「
科
学
技
術
研
究
調
査
票
」
と

い
う
。
）
か
ら
科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
第
六
条
第
一

項
第
四
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
内
容

を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
調
査
企
業
を
代
表
す
る
者
が
、
科

学
技
術
研
究
調
査
規
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

科
学
技
術
研
究
調
査
票
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
者

に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
調
査
票
の
内
容
と
み
な

す
。

第
四
条
　
調
査
企
業
の
う
ち
法
人
企
業
統
計
調
査
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
八
号
）
第
五
条
に

規
定
す
る
調
査
対
象
法
人
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
資
本
金
五
億
円
以
上
の
も
の
に
係
る
企
業
活
動
基

本
調
査
は
、
第
六
条
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
調

査
事
項
に
あ
っ
て
は
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
が
、
法

人
企
業
統
計
調
査
規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

財
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
年
次
別
法
人
企
業
統
計
調
査

の
調
査
票
（
次
項
に
お
い
て
「
年
次
別
法
人
企
業
統
計

調
査
票
」
と
い
う
。
）
か
ら
法
人
企
業
統
計
調
査
規
則

第
六
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
内
容
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
調
査
企
業
を
代
表
す
る
者
が
、
法

人
企
業
統
計
調
査
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

年
次
別
法
人
企
業
統
計
調
査
票
を
提
出
し
た
と
き
は
、

当
該
者
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
八
号
及
び
第
九
号
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
第
八
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
調
査
票
の
内
容
と
み
な

す
。

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
）

番号

業
種

業
種
の
範
囲

一

情
報
サ
ー

ビ
ス
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
三

九
一―

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
及
び
小
分
類
三

九
二―

情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業

二

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
附

随
サ
ー
ビ

ス
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分
類
四

〇―

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業

三

映
像
・
音

声
・
文
字

情
報
制
作

業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
細
分
類
四

一
一
一―

映
画
・
ビ
デ
オ
制
作
業
（
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
番
組
制
作
業
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
制
作
業
を
除
く
）
、
細
分
類
四
一
一
二

―

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
番
組
制
作
業
（
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
制
作
業
を
除
く
）
、
細
分
類
四

一
一
三―

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
業
、
小

分
類
四
一
三―

新
聞
業
及
び
小
分
類
四
一

四―

出
版
業

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

番号

業
種

業
種
の
範
囲

一

学
術
・
開

発
研
究
機

関

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分
類

七
一―

学
術
・
開
発
研
究
機
関

二

デ
ザ
イ
ン

業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類

七
二
六―

デ
ザ
イ
ン
業

2



三

広
告
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分
類

七
三―

広
告
業

四

技
術
サ
ー

ビ

ス

業

（
他
に
分
類

さ
れ
な
い

も
の
）

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分
類

七
四―

技
術
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類

さ
れ
な
い
も
の
）
の
う
ち
小
分
類
七
四

三―

機
械
設
計
業
、
小
分
類
七
四
四―

商
品
非
破
壊
検
査
業
、
小
分
類
七
四
五

―
計
量
証
明
業
、
小
分
類
七
四
六―

写

真
業
及
び
小
分
類
七
四
九―

そ
の
他
の

技
術
サ
ー
ビ
ス
業

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

番号

業
種

業
種
の
範
囲

一

洗

濯

・

理

容

・

美

容

・

浴
場
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分
類
七

八―

洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
（
小

分
類
七
八
五―

そ
の
他
の
公
衆
浴
場
業
は

除
く
。
）

二

そ

の

他

の

生

活

関

連

サ

ー

ビ

ス

業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分
類
七

九―

そ
の
他
の
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

（
小
分
類
七
九
一―

旅
行
業
及
び
細
分
類
七

九
九
九―

他
に
分
類
さ
れ
な
い
そ
の
他
の

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
は
除
く
。
）

三

娯
楽
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
小
分
類
八

〇
一―

映
画
館
、
小
分
類
八
〇
四―

ス
ポ

ー
ツ
施
設
提
供
業
（
細
分
類
八
〇
四
一―

ス
ポ
ー
ツ
施
設
提
供
業
（
別
掲
を
除
く
）

を
除
く
。
）
及
び
小
分
類
八
〇
五―

公
園
、

遊
園
地

別
表
第
四
（
第
五
条
関
係
）

番号

業
種

業
種
の
範
囲

一

そ

の

他

の
教
育
、

学

習

支

援
業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
細
分
類
八

二
四
五―

外
国
語
会
話
教
授
業
及
び
細
分

類
八
二
四
九―

そ
の
他
の
教
養
・
技
能
教

授
業
の
う
ち
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
（
総
合
的

な
も
の
）

別
表
第
五
（
第
五
条
関
係
）

番号

業
種

業
種
の
範
囲

一

廃
棄
物
処
理

業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分

類
八
八―

廃
棄
物
処
理
業

二

機
械
等
修
理

業
（
別
掲
を

除
く
）

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分

類
九
〇―

機
械
等
修
理
業
（
別
掲
を

除
く
）

三

職
業
紹
介
・

労
働
者
派
遣

業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分

類
九
一―

職
業
紹
介
・
労
働
者
派
遣

業

四

そ
の
他
の
事

業
サ
ー
ビ
ス

業

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
中
分

類
九
二―

そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス

業
（
小
分
類
九
二
二―

建
物
サ
ー
ビ

ス
業
及
び
小
分
類
九
二
三―

警
備
業

を
除
く
。
）
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